
ブロック説明会における主な意見・要望等

１．総論

○ 法案は提出されないこととなったが、農業者の戸別所得補償制度は、平成
23年度から本格実施されると理解して良いか。

○ ナラシ対策はどのように取り扱われるのか。

２．畑作物の所得補償交付金

○ 黒大豆、地大豆、ビール麦、種子麦・大豆は、畑作物の所得補償交付金の
対象となるのか。

○ 米と畑作物で支払いの仕組みや単価の算定方法が異なる理由を教えて欲し
い。

○ 米の生産数量目標は示されたが、畑作物の生産数量目標はどのように設定
されるのか。

○ 営農継続支払は、概算要求段階では当年産の作付面積で支払うこととして
いたが、前年産の生産面積で支払う方法に変更した理由を教えて欲しい。

○ 例えば、前年産では大豆を１ha作付けし、当年産では10ａに作付面積を縮
小した場合などは、営農継続支払の金額が数量払の金額よりも大きくなると
思われる。あとで交付金の返還を求めることとならないよう、調整を行うべ
きではないのか。

○ 前年に大豆の作付けをした農業者が、当年産では、麦に転換した場合には
営農継続支払は交付されるのか。

３．水田活用の所得補償交付金

○ 飼料用米については、捨て作りを防止する観点から数量払で助成を行って
欲しい。

○ 耕畜連携助成について、たい肥散布を行う畜産農家に対して助成すること
はできないか。

○ 産地資金の使途や対象作物に制限はあるのか。



○ 備蓄米の入札が終わらなければ、産地資金の活用方法を決められない。ど
のように使途・単価を設定すればよいか。

４．米価変動補てん交付金

○ 米価が下落する中で、標準的な販売価格の算定期間が毎年変動すると補て
ん額が減少して、経営の安定につながらないのではないか。

５．規模拡大加算

○ 面的集積（連坦化）については、具体的にどのような要件になるのか教え
て欲しい。

○ 所有権の取得は、規模拡大加算の対象にならないのか。

○ 集落営農が法人化して、構成員の農地を法人に利用権設定した場合は対象
になるのか。

６．品質加算

○ 小麦のパン・中華めん用品種とは、どのような品種が対象となるのか。

７．再生利用加算

○ 営農の途中で、対象作物の栽培をやめて他の作物へ転換した場合や不作付
地に戻した場合には、加算金はどうなるのか。

８．実施体制等

○ 協議会の整理・統合は、いつまでに行わないといけないのか。

○ 農地利用集積円滑化団体が、本制度の推進事務費を使うためにはどうした
ら良いのか。

○ ２月に営農計画書を配布したいので、早く様式を示して欲しい。

○ 交付金の税制上の扱いはどうなるのか。


